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危険物運搬車両に対する指導取締りの実施について  

 

令和５年９月２９日付け警察庁丁保発第１１６号をもって、警察庁

生活安全局保安課長から、別添のとおり、これまで例年 11 月に行っ

ていた危険物運搬車両に対する指導取締りの実施について、全国一律

の実施期間を定めることなく、地域の実情に合わせて実施とするとの

通知と協力依頼がありました。  

これも踏まえ貴団体におかれては、今後とも危険物運搬車両の適切

な運行が確保されるよう、通年にわたる安全確保の取組を会員に周知

いただくようお願いします。  

 

  


